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【第
五
〇
号
特
別
寄
稿
】
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ャ
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の
政
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学

i

『政
治
研
究
』
第
五
〇
号
の
記
念
に
寄
せ
て
ー

柳

春

生

ル
ソ
ー
は
人
権
を
自
然
権
(
D
r
o
i
t
 
n
a
t
u
r
e
l
)

と
表
現
す
る
。
彼
は
、
生
命
と
自
由
を

「自
然

の
本
質
的
な
贈
り
物

」
と
称
し
、
所
有
を

自
然
権

か
ら
排
除
し
た
。
「所
有
権
は
、
合
意
と
人
間

の
制
度
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
」
一
七
七
六
年
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
は
、
ル
ソ
ー

の
思
想
を
継
承
し
、
生
命
と
自
由
を
天
賦
の
権
利
と
認
め
た
。
し
か
る
に

一
七
八
九
年

フ
ラ
ン
ス
の

「人
お
よ
び
市
民

の
権
利

の
宣
言
」
は
、

所
有
を
自
然
権

と
し
て
認
め
た
。

(第
二
条
)所
有
は
人
間
の

一
定
の
歴
史
的
時
期
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
人

間
の
本
源
的
な
権
利

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
有
を
保
証
す
る
の
は
主
権
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は

「社
会
契
約
論
」

に
お
い
て
述

べ
る
。
主
権
と
は

一
般
意
志

(
V
o
l
o
n
t
e
 
g
e
n
e
n
a
l
e
)

に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
る
絶
対
的
な
権
力
で
あ
る
。

(「
社
会
契
約
論
」
二
篇
四
章
)
主
権
は
社
会
契
約
に
よ

っ
て
結

合
し
た
全
人
民
に
あ
る
。
「
主
権
は
本
質
的

に
政
治
体

(国
家
)

の
全
構
成
員
に
あ
る
。
」

そ
れ

で
は
、
主
権
は
何
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
か
。
そ
れ
は
、
法
律

に
お
い
て
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
述
べ
る
。
法
律
と
は
、
「
共
通
の

利
益
の
対
象

に
か
ん
す
る

一
般
意
志

の
宣
言
で
あ
る
。
」だ
が
、
立
法
権
は
法
律
を
執
行
す
る
権
力
、
執
行
権
を
必
要

と
す
る
。
こ
う
し
て
立

法
権
と
執
行
権
と
が
主
権

の
構
成
要
素
と
な
る
。
「社
会
契
約
論
」
で
は
、
執
行
権
は
主
権
者
人
民

に
属
し
な

い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
「立
法

権
は
人

民
に
属
し
、
人
民
以
外
の
も
の
に
は
属
し
え
な

い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
執
行
権
は
、
立
法
権
や
主
権

の
よ
う

に
人
民

一
般

に
は
属
し



え
な

い
…
。
」
し
か
し
、
「
山
か
ら
の
手
紙
」
で
は
、
「主
権
を
構
成
す
る
立
法
権
と
執
行
権
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
主
権
者
人
民
は
、
最
初

は
そ

の
欲
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
行
使
す
る
。
し
か
し
、
や
が
て
彼
ら
は
執
行
権
を
委
任
す
る
に
い
た
る
。
立
法
権

は
執
行
権
を
監
督
す
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
立
法
権
と
執
行
権
と
は
統

一
さ
れ
る
。

ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
民
主
権
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程

に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
。

一
七
八
九
年

「
人
お
よ
び
市

民
の
権
利

の
宣
言
」
は
述

べ
る
。
「
す
べ
て
主
権
の
根
源
は
、
本
質
的
に
国
民
に
属
す
る
。」

(第
三
条
)
国
民
の
主
権
は
絶
対
君
主
制
に
お
け
る
君
主
主
権

の
否
定
と
な

る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
「
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
に
お
い
て
述

べ
る
。

「主
権
は
い
か
な
る
二
重
の
ま
し
て
相
対
立
さ
え
す
る
現
存
を
も
も

つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、主
権

の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ

て

い
る
…
。
」

問
題
は
ま
さ
に
こ
う
で
あ
る
。
君
主
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
の
主
権
は
幻
想
で
は
な
い
の
か
～

君
主

の
主
権
か
、
そ
れ
と
も
人

(
8
)

民

の
主

権

か
、

こ

れ

が

問

題

で

あ

る
。

人

民

主

権

は
共

和

制

の
形

態

に

お

い
て
実

現

す

る
。

一
七

九

一
年

フ
ラ

ン

ス
憲

法

は
、

「
主

権

は

国

民

に
属

す

る

。
」

(第

一
条

)
と

規

定

し

た

。

主

権

は

、

国

王

ル
イ

十

六

世

か
ら

フ

ラ

ン

ス

国

民

に
移

っ
た
。

こ

こ

に

フ

ラ

ン

ス

の
市

民

革

命

は
成

立

し

た
。
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